
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いの町地籍調査業務特記仕様書 

（航測法） 



（適用範囲） 

第１条 本業務は、「いの町地籍調査業務共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）に基

づき実施するものとする。 

 

（業務内容） 

第２条 業務内容は、下記のとおりとする。 

１）実施区域  別添実施区域図参照  

２）実施範囲  別添実施区域図参照  

３）調査面積  別添実施区域図参照  

４）作業工程 

 

 ①地籍図根三角測量 Ｃ工程 

 ②一筆地調査 Ｅ工程 

 ③細部図根測量 ＦⅠ工程 

 ④一筆地測量 ＦⅡ－１工程 

 

 

（技術者の配置） 

第３条 管理技術者 

 （１）共通仕様書第６条に定められたものとする。 

 （２）管理技術者は、本業務が完了するまで原則として変更できない。病床、死亡、退職等

やむを得ない理由により変更する場合は、同等以上の技術力を有する者を配置し、発注

者の了承を得なければならない。 

２ 主任技術者 

 （１）「地籍調査事業工程管理及び検査規程」（令和 3 年国不籍第５７８号）（以下「工程

管理及び検査規程」という。）第２条第１項第１０号に定められたものとし、測量法第

４９条により登録された測量士でなければならない。 

 （２）管理技術者は、主任技術者を兼ねることができる。 

３ 班長 

 （１）「地籍調査作業規程準則」（昭和 32 年 10 月 24 日総理府令第 71 号）第７条に定めら

れたものとする。 

 

（検査及び工程検査） 

第４条 検査 

 （１）受注者は、契約書第３０条及び共通仕様書第１４条に定められた検査を受けなければ

ならない。 

２ 工程検査 

 （１）「工程検査」とは、「工程管理及び検査規程」に定められた検査のことをいい、これ

に従って行うものとする。 

 

（打合せ） 



第５条 打合せは、着手時、中間時、最終の３回とし、原則として管理技術者が立ち会うもの 

とする。また、必要が生じた場合は適宜行うものとする。 

 

（技術管理） 

第６条 機械器具の検定 

 （１）測量作業に使用する測量機器は、測量法第３４条に定められた「作業規程の準則」（平

成 20 年国土交通省告示第 413 号）に定める検定に関する技術を有する第三者機関の検

定を受け、同機関の発行する検定証明書の写しを提出すること。 

２ 平均計算に使用するプログラムの点検 

 （１）平均計算に使用するプログラムの点検を実施したことを示す点検証明書等を提出する

こと。 

３ 地籍調査成果品の第三者機関による検定 

（１）当業務における地籍調査の成果品について、国土地理院に登録されている第三者機関

による検定を受けることを指示することがある。この場合の新たに検定に要する費用は、

業務委託料の変更の対象とする。又、受注者は地籍調査業務に関して第三者機関と協議

を行った場合は、協議記録を作成し発注者に提出しなければならない。 

 

（成果品） 

第７条 本業務の成果品は以下のとおりとする。なお、成果品の様式等は「地籍測量及び地積

測定における作業の記録及び成果の記載例（令和５年３月版）」、「地籍簿作成要領」及び

「地籍調査票作成要領」等によるものとする。 

 （１） 

工 程 種 別 成 果 内 容 

１、Ｃ工程 

  地籍図根三角測量 

 

 

 

 

 

 

①基準点等成果簿写 

②地籍図根三角点選点手簿 

③地籍図根三角点選点図 

④地籍図根三角点平均図 

⑤地籍図根三角測量観測計算諸簿 

⑥地籍図根三角点網図 

⑦地籍図根三角点成果簿 

⑧地籍図根三角測量精度管理表 

⑨測量標の設置状況写真 

２、Ｅ工程 

  一筆地調査 

   

 

①調査図素図 

②調査図一覧図 

③地籍調査票綴 

④登記所備付地図写（地積測量図等含む） 

⑤土地登記記録（要約書）写し 

⑥調査図 

⑦地籍調査票綴（調査後） 



⑧作業日誌 

⑨立会処理簿 

３、ＦⅠ工程 

  細部図根測量 

 

 

 

①細部多角点選点図（必要な場合） 

②細部多角点平均図（必要な場合） 

③細部図根点選点図 

④細部図根測量観測計算諸簿 

⑤細部図根点網図 

⑥細部図根点成果簿 

⑦細部図根測量精度管理表 

４、ＦⅡ－１工程 

  一筆地測量 

 

 

①一筆地測量観測計算諸簿 

②筆界点電子データ（CD-R等記録媒体） 

③筆界点成果簿 

④一筆地測量精度管理表 

５、各工程共通事項 ①その他測量工程上必要な資料 

（２） 受注者は、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を定期的に行い、

成果品作成時に最新のパターンファイルでウイルスチェックを行うこと。 

 また、電子媒体に次の項目をラベルとして表示するものとする。 

① 業務名称及び記録内容 

② 作成年月日 

③ 発注者名 

④ 何枚目/総枚数 

⑤ ウイルスチェックに関する情報 

（ウイルス対策ソフト名/ウイルス定義年月日/チェック年月日） 

⑥ 発注者・受注者確認欄 

 

（個人情報の保護について） 

第８条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記

「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 

参考）個人情報保護制度（高知県ホームページ） 

   https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/joko-kojin-index/ 

 

（再委託） 

第９条 契約書第６条第１項に規定する「指定した部分」とは次の各号に掲げるものをいい、

受注者はこれを再委託することはできない。 

 （１）地籍調査業務における総合的企画及び業務遂行管理等 

 （２）別記 個人情報取扱特記事項に定められた業務 

２ 受注者は、コピー、印刷、製本、トレース、資料整理等の簡易な業務の再委託にあたって

は、発注者の承諾を必要としない。 

３ 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を



得なければならない。 

４ 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておく

とともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに測量業務を実施しなければならない。 

 

（暴力団又は暴力団関係者等からの不当介入の排除について） 

第１０条 受注者は、暴力団又は暴力団関係者から業務の実施に関して不当要求又は業務妨害

（以下この条において「不当介入」という。）を受けたときは、その旨を直ちに担当職員に

報告し、所轄の警察署に届け出なければならない。 

２ 受注者は、不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに担当職員に報告し、所轄

の警察署に被害届を提出しなければならない。 

３ 受注者は、担当職員及び所轄警察署と協力して、不当介入の排除措置を講じなければなら

ない。 

４ 受注者が不当介入の報告を怠った場合は、指名停止等の措置を講じることがある。 

 

（その他） 

第１１条 業務の進捗状況報告を毎月５日までに提出するものとする。様式は、計画工程表等

に赤字等で記入するなどして、工程ごとの進捗がわかるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記 個人情報取扱特記事項 

  （基本的事項） 

   第１ 受注者は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識別することが

できると認められるもの。以下同じ）の保護の重要性を認識し、この契約による業務

の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱い

を適正に行わなければならない。 

  （秘密の保持） 

   第２ 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはなら

ない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

  （収集の制限） 

   第３ 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業

務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段に

より行わなければならない。 

  （適正管理） 

   第４ 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅

失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

  （目的外利用及び提供の禁止） 

   第５ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関し

て知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

  （複写又は複製の禁止） 

   第６ 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発注

者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

  （再委託の禁止） 

   第７ 受注者は、発注者が承諾したときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業

務については、自ら行い、第三者に委託してはならない。 

  （資料等の返還） 

   第８ 受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自

らが収集し、若しくは作成した個人情報が記載された資料等は、この契約の終了後直

ちに発注者に返還し又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは

その指示に従うものとする。 

  （従事者への周知） 

   第９ 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後に

おいても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的以外

に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければ

ならない。 

  （調査） 

   第１０ 発注者は、受注者がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人

情報の状況について、随時調査することができる。 



  （事故報告） 

   第１１ 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じる恐れがあることを知っ

たときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 


